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平成２９年２月９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

平成２６年（ワ）第１１９５号 損害賠償等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２８年１１月１６日 

            判     決 

     （当事者の表示 省略） 

            主     文 

       原告の請求をいずれも棄却する。 

       訴訟費用は原告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 被告は，原告に対し，１００万円及びこれに対する平成２３年７月１日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 被告は，原告に対し，別紙物件目録（注：同目録は省略しています。）記載

３所在の「Ａ保育園」（以下「本件保育園」という。）からの騒音を，本件保育園

の敷地に隣接する土地との境界線上において，５０ｄＢ（ＬA5）以下となるような防

音設備を設置せよ。 

第２ 事案の概要 

 本件は，被告が平成１８年４月１日に開園した本件保育園の近隣に居住する原告

が，本件保育園の園児が園庭で遊ぶ際に発する声等の騒音が受忍限度を超えており，

日常生活に支障を来し，精神的被害を被っていると主張し，不法行為による損害賠

償請求権に基づき，一部請求として，慰謝料１００万円及びこれに対する不法行為

以降の日である平成２３年７月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合の遅

延損害金の支払を求めるとともに，人格権に基づき，本件保育園の敷地北側境界線

（以下「本件境界線」という。）上において本件保育園からの騒音が５０ｄＢ（Ｌ

Ａ５）以下となるような防音設備の設置を求める事案である。 

 １ 前提となる事実（当事者間に争いがないか，掲記した証拠により容易に認定
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できる事実） 

 (1) 当事者等 

 ア 原告は，別紙物件目録記載１の土地上に建てられた同目録記載２の建物（以

下「原告宅」という。）に居住する者である。 

イ 被告は，第二種社会福祉事業である保育所の経営（社会福祉法２条３項２号）

等を目的とする社会福祉法人であり，別紙物件目録記載３の土地上に建てられた同

目録記載４の建物（以下「本件保育園施設」という。）において，平成１８年４月

１日から本件保育園を運営している者である。 

 (2) 原告宅及び本件保育園施設周辺の状況 

原告宅は，別紙図面のとおり，本件高速道路，これと並行してほぼその真下を走

る本件国道から約３０ｍの距離に位置している。また，原告宅敷地東側境界線に接

する道路を挟んだ東側には，Ｂ川に沿う形のＣ公園があり，そのほぼ頭上をＤ線が

走っている。 

本件保育園の北側敷地境界線は，原告宅敷地南側境界線と約１０ｍの距離にある。  

原告宅及び本件保育園が所在している地域（以下「本件地域」という。）は，都

市計画法の用途地区における第一種住居地域（同法８条１項１号）に指定されてい

る（甲２，乙１）。 

２ 環境騒音の表示及び測定方法について 

(1) 騒音の表示，単位等（甲１８，３０，弁論の全趣旨） 

ア 騒音レベルの単位 

一般に，騒音の大きさは，人間の感度が異なる音の周波数に対してＡ特性と呼ば

れる聴感補正を施した音圧レベルで，デシベル（ｄＢ）を単位とするのが一般的で

ある（なお，計量法４条１項，別表第２においても音圧レベルの単位は，デシベル

とすることとされている。）。 

イ 時間率騒音レベル 

時間率騒音レベルは，ある時間範囲において測定した騒音レベルが，対象とする
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時間の何％（ｎ％）を占めているかを表すもので，単位はデシベル（ｄＢ）である。

時間率騒音レベルを表す場合には，「ＬＡｎ」のように表記され，「Ａ」はＡ特性を

意味し（省略されることもある。），「ｎ」には上記ｎ％の数値を入れて表される。

例えば，一定の時間のうち５０％にわたって測定された騒音レベルは，「ＬＡ５０」と

表記され，これを中央値ともいう。また，一定の時間の９０％レンジの上端値は「Ｌ

Ａ５」，その下端値は「ＬＡ９５」と表記される。 

ウ 等価騒音レベル 

 等価騒音レベル（equivalent continuous A-weighted sound pressure level）

は，変動する騒レベルをエネルギー的な平均値として表した量であり，単位はデシ

ベル（ｄＢ）である。等価騒音レベルを表す場合には，「ＬＡｅｑ」のように表記され

る。ＬＡｅｑは，環境基準及び作業環境騒音の評価に用いられている。 

 等価騒音レベルの算出方法は，次の式による（甲１８）。 
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（Ｔ＝測定時間（ｔ１～ｔ２），ＰＡ（ｔ）＝Ａ特性音圧，Ｐ０＝基準音圧（２０μＰa）） 

また，実際の測定値から等価騒音レベルを算出する場合は，次の式による。 

ＬＡｅｑ＝１０・log１０（Σ１０Ｌi/１０）－１０・log１０Ｎ 

（Ｌi＝一定間隔で測定した第 i 番目の騒音レベルのサンプル値（ｄＢ），Ｎ＝時

間Ｔにおけるサンプル値の総数） 

エ 時間重み特性Ｆの最大値 

時間重み特性Ｆの最大値とは，騒音計の動特性 Fast で計測した各瞬間時値の最

大値のことをいい，「ＬPA，Fmax」のように表記される。 

 (2) 騒音の測定方法 

 騒音測定方法は，日本工業規格（ＪＩＳ）Ｚ８７３１の定めた方法によるのが通

例である。同規格によると，騒音計は，計量法７１条の条件に適合したものを用い

るものとされ，屋外における測定は，可能な限り地面以外の反射物から３．５ｍ以
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上離れた位置で測定し，測定点の高さは，原則として，地上１．２～１．５ｍとす

るものとされている（甲１８，弁論の全趣旨）。 

３ 騒音に関する基準の状況等 

(1) 騒音に係る環境基準（甲８。以下「環境基準」という。） 

ア 環境基本法１６条１項は，「政府は，大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染

及び騒音に係る環境上の条件について，それぞれ，人の健康を保護し，及び生活環

境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。」と規定し

ており，環境省は，環境基準（平成１０年９月３０日環境庁告示第６４号。現在は，

平成２４年３月３０日環境省告示第５４号による改正がされている。）を定めてい

る。 

環境基準は，地域を類型化し，昼間（午前６時から午後１０時までの間）及び夜

間（午後１０時から翌日の午前６時までの間）ごとに次の（表１）の基準値の欄に

掲げられた騒音レベルを達成又は維持することが望ましいとしている（以下，上記

表１で定められた基準値を「基本指針値」という。）。 

ただし，表２に掲げる地域に該当する地域については，表１によらず，表２の基

準値のとおりとされ，さらに，幹線交通を担う道路に近接する空間（以下「幹線道

路近接空間」という。）については，表２にかかわらず，表３の基準値のとおりと

している。上記幹線交通を担う道路とは，道路法３条に規定する高速自動車国道，

一般国道，都道府県道及び市町村道である。また，幹線道路近接空間とは，２車線

を越える車線を有する幹線交通を担う道路においては，道路端から２０ｍの距離の

範囲をいうものとされている（乙３）。 

基本指針値において，「ＡＡ」を当てはめる地域は，療養施設，社会福祉施設等

が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域，「Ａ」を当てはめる地域は，

専ら住居の用に供される地域，「Ｂ」を当てはめる地域は，主として住居の用に供

される地域，「Ｃ」を当てはめる地域は，相当数の住居と併せて商業，工業等の用

に供される地域とされており，本件地域は，神戸市長により，「Ｂ」を当てはめる
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地域として指定されている（乙３）。 

（表１〔基本指針値〕） 

地域の類型 基準値 

昼間 夜間 

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

（表２） 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

Ａ地域のうち２車

線以上の車線を有

する道路に面する

地域 

６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車

線以上の車線を有

する道路に面する

地域及びＣ地域の

うち車線を有する

道路に面する地域 

６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

（表３） 

基準値 

昼間 夜間 

７０デシベル以下 ６５デシベル以下 

環境基準における騒音の評価手法は，等価騒音レベル（ＬＡｅｑ）によるものとし，
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時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とし，

騒音の測定方法は，日本工業規格（ＪＩＳ）Ｚ８７３１によるものとしている。 

イ 環境基準は，平成１０年中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委

員会の報告「騒音の評価手法等の在り方について」において，屋内での会話への影

響が生じ得る騒音レベルが４５ｄＢ，夜間は３５ｄＢを超えると睡眠に影響するこ

とを出発点とし，騒音影響に関する屋内指針を昼間４５ｄＢ以下，夜間３５ｄＢ以

下と定め，一般的な窓の防音性能を考慮した場合，屋外の騒音レベルと屋内との騒

音レベルの差は，窓を閉めた状態で２５ｄＢ，ある程度窓を開けた状態で１５ｄＢ，

窓を開けた状態で１０ｄＢの減衰量をそれぞれ期待することができることを踏まえ，

Ａ及びＢ地域において，窓を開けた状態での生活実態を考慮して建物の防音効果を

１０ｄＢと見込んで，屋外の騒音レベルを昼間で５５ｄＢ，夜間で４５ｄＢとすれ

ば，上記屋内指針を満たすことができるものとして定められたものである（甲３０，

弁論の全趣旨）。 

 (2) 騒音規制法及び同法に基づく神戸市における地域指定の状況 

 ア 騒音規制法は，工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発

生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに，自動車騒音に係

る許容限度を定めること等により，生活環境を保全し，国民の健康の保護に資する

ことを目的とし（１条），都道府県知事（市の区域内の地区については，市長。）

は，住居が集合している地域，病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止する

ことにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を，特定工場等にお

いて発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域と

して指定しなければならず（３条１項），都道府県知事あるいは市長が当該地域を

指定するときは，環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必

要の程度に応じて昼間，夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準

の範囲内において，当該地域について，これらの区分に対応する時間及び区域の区

分ごとの規制基準を定めなければならないとしている（４条１項）（以下，上記指
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定された地域を「指定地域」という。）。 

イ 神戸市長は，同法及び兵庫県の環境の保全と創造に関する条例（平成７年条

例第２８号。以下「本件条例」という。）に基づき，神戸市内の指定地域及び規制

基準を次の表のとおり定めている（平成２５年神戸市告示第８１９号〔甲２，乙１〕）。

また，指定地域内に特定工場等を設置している者は，当該特定工場等の敷地境界線

において，次表の規制基準（以下「騒音基準」という。）を遵守すべき基準と定め

ている（昭和６１年神戸市告示第２５３号〔乙１〕）。 

（表） 

 昼間（午前８時～午後

６時） 

朝（午前６時～午前８

時），夕（午後６時～

午後１０時） 

夜間（午後１０時～午

前６時） 

第１種区域 ５０ｄＢ ４５ｄＢ ４０ｄＢ 

第２種区域 ６０ｄＢ ５０ｄＢ ４５ｄＢ 

第３種区域 ６５ｄＢ ６０ｄＢ ５０ｄＢ 

第４種区域 ７０ｄＢ ７０ｄＢ ６０ｄＢ 

上記表の区域の指定は，概ね，都市計画法における用途地域の指定に合わせ，第

一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域を第１種区域に，第一種中高層住

居専用地域，第二種中高層住居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域，準住

居地域及び市街化調整区域を第２種区域に，近隣商業地域，商業地域及び準工業地

域を第３種区域に，工業地域，工業専用地域（内陸部に限る）を第４種区域に指定

するものとされている。 

本件地域は，第一種住居地域であり（前提となる事実(2)），神戸市長により第２

種区域に指定されている（乙３）。 

ウ 騒音規制法における騒音の測定方法は，「特定工場等において発生する騒音

の規制に関する基準」（昭和４３年厚生省，農林省，通商産業省，運輸省告示第１

号）において，日本工業規格（ＪＩＳ）Ｚ８７３１によるものとされ，騒音の大き
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さの決定は次のとおりとされている（乙１の６頁，弁論の全趣旨）。 

 騒音計の指示値が変動せず，又は変動が少ない場合は，その指示値とする。 

 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し，その指示値の最大値がおおむ

ね一定の場合は，その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 

 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は測定値の９０パーセント

レンジの上端の数値（ＬＡ５）とする。 

 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し，その指示値の最大値が一定で

ない場合は，その変動ごとの指示値の最大値の９０パーセントレンジの上端の数値

（ＬＡ５）とする。 

(3) その他騒音に係る基準等について 

本件保育園が所在する神戸市においては，本件条例に基づき，音響機器(カラオケ

等)や商業宣伝のために使用する拡声器について，その使用方法，使用時間等の規制

がされているものの，保育園を対象とした騒音の基準を定めた条例はない（甲２，

３０，弁論の全趣旨）。 

４ 争点及び当事者の主張 

(1) 本件保育園の園庭からの園児の声等が受忍限度を超える違法なものか（争

点１） 

【原告の主張】 

 ア 本件保育園が平成１８年４月に開設されて以来，平日において，本件境界線

上で７０ｄＢを超える騒音が発生している。特に，園児が園庭で遊ぶ午前８時頃か

ら午後０時頃までを中心とした時間帯と午後４時３０分頃から午後６時頃までを中

心とした時間帯は，園児の声，スピーカー音，太鼓の音，職員によるハンドマイク

による指示や注意等により騒音が激しく，本件境界線上に限らず，原告宅において

も，平均して６０ｄＢを超える騒音が発生している。また，本件保育園には，夏休

み，冬休みといった，長期間の休園期間がなく，１年を通じて，本件保育園からの

騒音が継続している。 
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 イ 騒音規制法は，工場及び事業場における事業活動等に伴って発生する相当範

囲にわたる騒音について必要な規制を行い，生活環境を保全し，国民の健康の保護

に資するため，都道府県及び市町村において，特定工場等において発生する騒音の

規制基準を定めることとしているところ（同法４条），神戸市は，同法を受けて，

本件保育園及び原告宅が該当する第２種区域に特定工場を設置している者に対して，

昼間（午前８時から午後６時まで）の時間帯において，当該特定工場等の敷地境界

線上の騒音を６０ｄＢ以下とするよう定めている。騒音規制法は，特定工場等を直

接の規制対象としているが，騒音により被害を被っている者において，騒音源の種

類がなんであるかは関係がないのであって，騒音基準は，本件保育園からの騒音レ

ベルにおいても，基本的に妥当するというべきである。 

 また，環境基本法は，騒音を含めた環境上の条件について，政府は，人の健康を

保持し，生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとし

（同法１６条１項），神戸市内の区域においては，神戸市長が騒音の基準を指定し

ているところ，専らあるいは主として住居の用に供される地域（Ａ又はＢ地域）に

ついては，昼間（午前６時～午後１０時）の時間帯で５５ｄＢ（ＬＡｅｑ）以下，夜間

（午後１０時～午前６時）の時間帯で４５ｄＢ（ＬＡｅｑ）以下と定めており，発生

源の種類を問題としていないのであるから，昼間で５５ｄＢを超える騒音レベルが

発生している場合は受忍限度を超えるものというべきである。 

そして，平成２７年６月１７日に行われた鑑定（以下「本件鑑定」という。）の

結果によれば，原告宅敷地内で測定した騒音レベルが５７ｄＢであるから，同値か

ら１０ｄＢを差し引くと，屋内において昼間の時間帯で４７ｄＢが測定されており，

屋外から屋内へ音が伝わる間の減衰を考慮しても，本件保育園からの騒音は，会話

に影響するレベルに達しているといえる。 

このように，行政は，騒音を発生させる施設に対して住民の健康や安全が害され

ることのないように規制を設けているのであるから，本件保育園から生じる騒音が

受忍限度を超えるか否かについては，上記規制基準は十分考慮に値するものである。 
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被告は，本件地域が本件高速道路，本件国道及びＤ線による交通騒音の影響を受

ける地域にあることを理由に，原告宅で測定される騒音レベルに本件保育園からの

音は関係がないと主張するが，原告宅で測定される騒音レベルが，本件保育園に園

児がいない時間帯に比べて本件保育園に園児がいる時間帯において上がっているこ

とからすれば，本件保育園からの騒音が原告宅での騒音レベルに関係していること

は明らかであって，被告の上記主張は理由がない。 

 ウ 加えて，原告は，本件保育園が開設されるまでの平成１６年７月から平成１

７年９月にかけて７回行われた被告による近隣説明会において，毎回，近隣の騒音

に関する生活環境を保全する措置を講ずるよう要求してきた。ところが，被告は，

原告の要求に応じるどころか，一方的に高さ３ｍの塀を作ると宣言して工事を強行

した上，本件保育園の敷地南側に園庭を設ける当初の設計を変更し，敷地北側に園

庭を設け，同敷地南側に建物を設置する設計に変更したため，園庭で発生する園児

の騒音が敷地南側に接する道路方面に抜けず，また，建物による騒音の緩衝効果も

なくなった。その上，被告は，近隣説明会において説明していた本件保育園の定員

数９０名を上回る１４３名もの園児を受け入れており，近隣住民の信頼を裏切り，

住民に対する騒音に何ら配慮せずに本件保育園を開設し，運営している。 

 エ 被告は，本件保育園の公共性を強調して本件保育園からの騒音が受忍限度を

超えないと主張する。騒音源の公共性が受忍限度の判断要素となることは否定しな

いが，保育園の公共性は，子供を育てる親の利益であり，原告は何ら恩恵を受けて

いないのであるから，保育園の公共性を過度に主張して受忍限度を緩やかにするこ

とは誤りである。また，原告は，数十年にわたって現在の住所地に居を構え，以来

現在まで同地に居住してきたところ，突如，平成１８年頃に，被告が本件保育園を

開設し，原告の平穏な生活を脅かしたのである。子供一人の声であればそれほど大

きいものではないが，これが十人，百人と集まれば，不快で耐えきれるものではな

い。 

オ 以上のとおり，被告は，本件保育園から原告宅に受忍限度を超える騒音を発
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生させており，不法行為が成立する。 

【被告の主張】 

 ア 本件地域は，我が国有数の自動車騒音発生地域である本件国道，幹線道路で

ある本件高速道路及びＤ線沿線地域であるところ，本件国道は，国土交通省の調査

の結果，原告宅の住所地を挟む芦屋市ａ及び神戸市ｂ区ｃの２地点において，いず

れも６５ｄＢ以上の騒音が計測されたことのある地域である。また，本件鑑定にお

いて，Ｄ線の南行走行時で時間重み特性騒音レベル（ＬＰＡ，Ｆmax）５８．７ｄＢ，北

行走行時で同６１．４ｄＢが観測されている。このように，原告宅付近においては，

本件国道，本件高速道路及びＤ線からの騒音が日常的に発生しており，原告宅で測

定される騒音は，本件保育園と関係があるものではない。 

イ 本件保育園から発生する騒音が受忍限度を超えて他者に対する不法行為を構

成するか否かは，当事者間の様々な利益を総合的に考慮して判断されるべきである。 

騒音規制法は，金属加工機械，空気圧縮機，鉱物用の破砕機等著しい騒音を発生

させる工業用機械を設置した特定工場・特定作業所に対する規制基準であり，騒音

規制法上の基準をもって，本件保育園からの騒音の受忍限度の指標とすべきではな

い。そもそも，園児が園庭で遊ぶ際に発せられる音というような日常生活で発生す

る音が，他人に対して騒音となるか否かは，多分に主観的，感覚的，心理的なもの

であって，個人差があり，騒音規制法が規制の対象としている特定工場等からの騒

音とはその性質を異にし，本件保育園からの園児の声と特定工場等から発せられる

音とを同列に論じることは相当でなく，本件においては，侵害行為とされている本

件保育園が有する公共性・公益性，侵害行為の継続性の有無・程度，侵害者とされ

る被告の侵害行為の防止に向けられた対応，被侵害者とされる原告の生活状況等を

考慮して総合的に判断されるべきである。そして，本件保育園から発生する音は，

園児が園庭でのびのび遊んでいるときに発生する声や，保育士たちが子供を指導す

る際に生じる音などを主としており，工場や道路等のいわゆる産業騒音ではなく，

園児たちの健全な発育や指導に伴って不可欠に生じる音である。このように，本件
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保育園から発生する園児の声は，子どもの健全な成長の過程で生じるものであるし，

保護者らの子どもを健全に養育する権利にも直結しており，公共性・公益性が認め

られる。また，本件保育園から発生する音は，園庭で園児が遊んでいる時間に生じ

るにすぎず，その時間は，一日のうち数時間程度であり，その時間帯も正午前と夕

方に限られている。加えて，本件鑑定によれば，園児が園庭にいることによる騒音

レベルの上昇も，原告宅敷地において５ｄＢに満たないのであって，本件保育園か

ら発生する音の継続性やその程度も僅かである。さらに，原告は，自宅において，

特に静ひつを必要とする職に従事しているとか，昼夜逆転の生活を送る必要がある

という事情は存しない。仮に，原告宅で測定される騒音レベルの受忍限度を環境基

準に照らして検討するとしても，本件国道及び本件高速道路は騒音に係る環境基準

における幹線交通を担う道路にあり，幹線道路近接空間における騒音基準値は，昼

間（午前６時から午後１０時まで）において，７０ｄＢ以下とされており，原告宅

は，上記両道路から３０ｍ以内の距離にあることからすれば，原告宅における騒音

レベルの指標は，幹線道路近接空間に適用される騒音レベルに準じるべきである。

更に，原告宅付近にはＤ線が走行していることも併せると，原告宅は，もともと上

記両道路及びＤ線による騒音の著しい影響を受ける地域に所在しているといえ，こ

のことも考慮すべきである。加えて，被告は，本件保育園の設置に際し，近隣住民

への説明会を開催し，本件保育園の敷地と隣接する敷地との境界線に高さ３ｍの防

音壁を設置し，また本件保育園の近隣住民宅の数軒に対し，被告の負担において，

防音サッシを設置するなど，本件保育園から発生する園児の声が軽減するような措

置を講じてきた。 

ウ 以上の事情に照らせば，原告の主張は極めて主観的なものであり，本件保育

園から発生する園児の声等が，社会生活上の受忍限度を超える違法なものであると

いうことはできない。 

(2) 被告の防音設備の設置義務の有無（争点２） 

【原告の主張】 
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 上記(1)のとおり，本件保育園から発せられる園児の声は，原告に対する関係で受

忍限度を超えており，違法であり，原告の人格権が侵害されているのであるから，

本件保育園を運営する被告は，原告に対し，損害賠償義務を負うとともに，本件敷

地境界線上において，本件保育園からの騒音レベルが５０ｄＢ（ＬＡ５）以下となる

ような防音設備を設置する義務を負う。 

 原告が求める防音設備の設置請求は，園児を園庭に出してはいけないとか，園児

を泣かせたりしてはならないなどというような請求ではなく，園児が園庭で自由に

遊び，学習する利益を何ら害するものではなく，被告の事業活動を制約するもので

はない。このように，防音設備の設置請求は，本件保育園の事業活動の差止請求と

は利益状況が異なるものであるから，差止請求における厳格な利益衡量は，本件に

は適さないというべきである。 

【被告の主張】 

 本件保育園から発せられる園児の声が，原告の受忍限度を超えているということ

はできない。そもそも，上記(1)で主張したとおり，原告宅で測定される騒音レベル

は，本件国道，本件高速道路及びＤ線からの騒音によるものであり，本件保育園か

ら発せられる園児の声等との因果関係を欠くものであって，被告が原告に対して防

音設備の設置義務を負うことはない。 

(3) 損害額（争点３） 

【原告の主張】 

 原告は，本件保育園が設置されて以降，平日のほぼ毎日，１日数時間もの間，５

５ｄＢ（ＬＡ５）を超える騒音にさらされてきたのであり，これにより，原告に重大

な精神的苦痛が生じていることは明らかである。 

 具体的には，本件保育園からの騒音により，家族間の会話もままならず，電話に

よる通話も妨害され，テレビやラジオの視聴・聴取にすら支障を来してストレスを

感じており，また，家族間の会話も妨害されるため，コミュニケーションがうまく

いかなくなり，家族との関係もぎくしゃくする。そして，それを意識するあまり，
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更に家族の関係が悪化し，気分が落ち込むことになる。 

 しかも，原告は，本件保育園の園児がいつ園庭に出て遊び，声を上げるかわから

ず，また，いつ静まるかもわからないため，本件保育園の開園時間は常時不安にさ

らされる。それを避けるため，窓を閉め切って過ごすことを余儀なくされ，ストレ

スが溜まる。 

 そもそも，自宅は，本来，人が安息を得るための場所であるにもかかわらず，原

告は，何ら落ち度もなく，本件保育園から発生する騒音により，そのような安息の

場を奪われたのであり，過去３年間分の苦痛を慰謝するには，１００万円を超える

ものであるが，本件においては，その一部である１００万円を損害として請求する。 

【被告の主張】 

 争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

証拠（括弧内に掲記したもの。なお，原告本人に付した頁数は，原告本人調書の

頁数を表す。）及び弁論の全趣旨によれば，前記前提となる事実に加え，次の事実

が認められる。 

(1) 原告宅及び本件保育園の周辺の状況 

ア 原告宅及び本件保育園施設が所在する本件地域は，本件高速道路，本件国道

及びＤ線の沿線に位置する住宅街である。 

本件地区は，都市計画法上，住居の環境を保護するため定める地域である第一種

住居地域（８条１項１号，９条５項）に指定されており，前記騒音に関する基準の

状況等（第２の３(1)，(2)）のとおり，環境基準における地域の類型はＢを当ては

める地域に当たり，騒音基準における地域の区域は第２種区域に指定される地域で

ある。 

イ 本件高速道路は，往復４車線を有する高速道路で，本件国道は，往復６車線

を有する国道であり，両道路共に，大阪市と神戸市を結び，本件地域を通過する幹
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線道路である。本件地域付近において，本件高速道路と本件国道は，ほぼ並走して

敷設されている（乙３，弁論の全趣旨）。 

(2) 原告の居住歴，原告の生活状況 

ア 原告は，昭和４２年頃から原告宅にて居住しており，現在は，妻及び子１名

と同居している（原告本人２１頁）。 

イ 原告は，本件保育園が開設される前に勤めを終え，現在は，一日を通じて，

概ね原告宅で過ごす生活をしている（原告本人２２頁）。 

(3) 保育園の開設までの経緯 

ア 近隣住民に対する説明会の経緯 

 被告は，平成１６年７月以降，本件保育園の周辺住民に対し，本件保育園の

新築工事の計画及び工事に関する説明会を開催した。同説明会には，被告のＦ施設

長と本件保育園施設の設計監理を行う株式会社Ｇの担当者Ｈ等が出席し，本件保育

園の近隣住民に対して本件保育園の事業概要，本件保育園施設の設計内容，建築工

事の予定等を説明した。第１回，２回の説明会において，近隣住民から，主に，本

件保育園の園児が発する声等による騒音，健康被害の懸念が示され，保育園施設を

防音ガラスにしたり，敷地境界線に建てる塀は防音性のあるものにしてほしいなど

の要望が出されるなどした。また，第２回説明会では，住民から，現在の住環境を

できるだけ維持するため，建物の構造，仕組みをよく検討すべきだ，園庭を西側か

ら東側に移すよう検討してほしいなどの意見がだされた（甲３３，３５，乙２８）。 

 被告は，近隣住民の上記意見を踏まえ，保育園施設の設計の変更を検討した。

当初の保育園施設の設計は，園庭を敷地の南側に設置し，園庭北側を囲うようにし

て保育園施設を設置するものであったが，被告は，同設計では，園庭で遊戯する園

児の声等が本件保育園の敷地南側境界を挟んで南方にある高層マンション（全８８

戸）に跳ね返り反響し，多くの近隣住民に影響が及ぶと考え，できるだけその影響

を小さくするため，保育園施設の設計を変更することとした。被告は，本件保育園

の敷地北側境界で接するＩ宅の本件保育園敷地境界付近に植栽されている樹木によ
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る騒音の減衰効果やＢ川河川敷方向に園児の声が拡散することによる騒音の減衰効

果に加え，上記Ｉが本件保育園の設置に対して特段異議を述べていなかったこと等

から，園庭開口部を本件保育園の敷地東側及び北側に向け，園庭の西側及び南側を

本件保育園施設で取り囲むような現況のとおりの設計に変更し，その旨を平成１７

年６月１８日の第４回説明会において近隣住民に対して説明した（甲３９～４１，

乙２２の２）。 

 同年７月１６日の第５回説明会において，Ｆ施設長は，近隣住民からそれま

で質問のあった事項として，本件保育園の施設用地の選定の経緯，本件保育園の建

設に当たり考慮した事項等を説明した。具体的には，Ｆ施設長は，上記選定の経緯

につき，神戸市ｂ区の保育所が不足している神戸市の依頼を受け，阪神電鉄沿線で

あること，既設の保育所と競合しない距離（５００ｍ程度離れていること）を保つ

こと，敷地面積を３００坪（約１０００㎡）以上確保できること，最寄駅から徒歩

１０分程度の距離にあること，周囲に工場等がないこと等の条件を満たす土地とし

て本件保育園敷地を選定したことを説明し，本件保育園の建設に当たり考慮した事

項の一つとして，本件保育園の園児の声についての対策に関し，神戸市ｄ区所在の

園児１７０人が在籍する既設保育園において同年６月に実施された騒音測定結果を

紹介した。同騒音測定は，同保育園の敷地と隣接地との境界線（園庭）における午

前８時３０分から午後６時までの騒音レベル（ＬＡｅｑ，ＬＡ５）並びに同保育園の遊

戯室とバルコニーで測定した騒音レベル（ＬＡｅｑ，ＬＡ５）及びそのレベル差（ＬＡｅ

ｑ）を計測したものである（乙２２の３）。 

 原告は，同年８月１７日，原告宅を訪れたＧのＨから，本件保育園の園庭の

騒音レベルを推定すると，等価騒音レベル（ＬＡｅｑ）７１．８ｄＢ，時間率騒音レベ

ル（ＬＡ５）７８．５ｄＢとなるとの説明を受け，同月１８日の近隣説明会において，

Ｆ施設長らに対し，Ｈから説明された上記推定値の内容を示して根本的な騒音対策

の必要性を訴えるなどした（甲４５，５３，６１，乙２２の１～３，原告本人５頁）。 

 同年９月１７日に開催された第７回説明会に，Ｆ施設長，Ｈに加え，被告代
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理人Ｊ弁護士が出席し，騒音に関する法令の説明などがされた。原告は，前回の説

明会と同様，本件保育園から生じる騒音レベルの推定値を説明し，同値は環境基準

法が基準とする等価騒音レベル（ＬＡｅｑ）５５ｄＢから大きくかい離していること

等を指摘した上，上記推定値を基にして本件保育園の防音設備等を設計してほしい

との要望を伝えた。 

Ｊ弁護士は，環境基本法をベースにして本件保育園の騒音対策を講じることに努

めたい旨回答し，Ｆ施設長ら被告側出席者は，原告の要望に対して２か月程度の検

討期間がほしいなどと回答した（甲５４，原告本人６頁）。 

その後も，原告とＪ弁護士との間で本件保育園の騒音対策についての折衝が行わ

れ，同年１０月２３日には，被告側から原告宅や原告宅敷地境界線における防音対

策を講じることで解決ができないかとの提案がされ，同年１１月１３日には，Ｊ弁

護士から原告に対し，原告宅のサッシが二重窓になっていることをも踏まえて，本

件保育園の北側敷地境界線に高さ３ｍの防音壁を設置することで納得することはで

きないかとの提案がされた。しかし，原告は，日中窓を閉め切った状態で生活する

ことはできないし，高さ３ｍの防音壁では，原告宅の騒音レベルが数デシベル減衰

する程度で，根本的解決には程遠い，庇のように園庭側に数メートルせり出すよう

な形状の覆いを設置しなければ騒音問題は解決しないなどと述べ，被告からの上記

提案には応じられない旨回答した（甲５８）。 

イ 近隣住民との合意内容等 

他方，被告は，同年８月，近隣説明会と並行して，個別の近隣住民との間で，本

件保育園からの騒音対策の一環として，概ね，次の内容の合意を交わした（乙２４

の１～３）。 

 本件保育園敷地の北側境界に隣接する住民との間で，被告の負担において同

住民の自宅の南側及び西側の窓を被告の指定する二重サッシにすること。 

 本件保育園敷地の西側境界に接する住民との間で，当該西側境界線から保育

園施設の距離を１，６４９ｍｍから２，０００ｍｍに変更すること。 
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 上記西側境界に接する住民の一部との間で，被告の負担において同住民の自

宅の東側窓の一部を被告の指定する二重サッシにすること。 

ウ 本件保育園施設の完成等 

平成１８年３月８日，当初の予定より約１年遅れて本件保育園施設が完成し，同

日までに，本件保育園北側敷地境界線上に高さ３ｍの防音壁（以下「本件防音壁」

という。）が建てられた（乙４の３，乙６，３３）。本件防音壁は，積水樹脂株式

会社製のアルミ・樹脂積層複合材等を原材料とする遮音性能を有するフェンスであ

る（乙２５）。 

(4) 本件保育園における保育状況等 

本件保育園は，生後６月から小学校就学前までの児童を対象としており，定員数

を概ね１２０名とし，年齢別に６クラスを編成している（甲１５，検証の結果）。 

本件保育園の開園日は，月曜から土曜までで，保育時間は，通常保育が午前８時

から午後５時半までであり，特例保育及び延長保育の時間帯を併せると，午前７時

から午後７時までである（甲１５）。 

被告は，各クラス別のカリキュラムを立て，園庭の使用時間をクラスごとに分け

ており，園庭を使用する時間帯が重なるクラスは，概ね，２，３クラスである（乙

１８，２０，検証の結果）。 

２ 騒音測定の結果について（鑑定嘱託の結果） 

(1) 本件鑑定の概要及び結果は，次のとおりである。 

ア 測定日時 平成２７年６月１７日 午前６時～午後５時３０分 

イ 測定場所 本件保育園及び原告宅 

ウ 測定項目 

 保育園 園児が園庭で遊ぶ時の騒音レベル（午前９時５０分～午前１０時２

５分，午前１１時０５分～午後０時１０分，午後４時２５分～午後５時２５分） 

 保育園からの騒音がない時間帯における騒音レベル（午前５時～午前６時，
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 保育園からの騒音がない時間帯において，大人の声による人為的に発生する

大きな音源（以下「人為音源」という。）の原告宅までの騒音減衰量（午後０時２

０分～午後０時３０分） 

エ 測定位置 

 測定点① 本件保育園北側敷地境界（高さ３．５ｍ）（別紙「測定点位置図

（詳細）および人為的音源の位置図」の「測定点①」） 

 測定点② 原告宅南側窓外１ｍ点（高さ１．５ｍ）（同図の「測定点②」） 

オ 測定結果 

よるレベル差等は，別紙「騒音レベル測定結果（まとめ）」記載のとおりである。 

(2) 本件鑑定当日における園児の出席数及び園児の過ごし方等 

本件鑑定実施日における本件保育園の園児の出席者数は，１２８人であり，０歳

児９人，１歳児２１人，２歳児２６人，３歳児２４人，４歳児２５人，５歳児２３

人であった。また，本件鑑定当日，園児が園庭で遊戯する時間帯及び時間は，午前

１０時頃から午前１０時半頃まで，午前１１時頃から午後０時１０分頃まで及び午

後４時半頃から午後５時２５分頃までの合計１５５分間であり，それ以外の時間は，

本件保育園施設内（室内）で過ごすか，本件保育園の付近に散歩に行って過ごして

いた（検証の結果）。 

３ 争点１について 

(1) 第三者の事業活動に伴って発生する騒音による被害が，原告に対する関係

において，違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは，侵害行為の態様，侵

害の程度，被侵害利益の性質と内容，侵害行為の持つ公共性ないし公益上の必要性

の内容と程度等を比較検討するほか，当該地域の地域環境，侵害行為の開始とその

後の継続の経過及び状況，その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びそ

の内容，効果等の諸般の事情を総合的に考慮して，被害が一般社会生活上受忍すべ

き限度を超えるものかどうかによって決するのが相当である。 
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そして，本件は，私人が発する騒音に対する受忍限度が問題となっているもので

あるから，公害防止行政上の指針及び行政上の施策を講じるべき基準を定めた環境

基準や指定地域内に特定工場等を設置している者に対して生活環境を保全するため

に必要な措置を講じるための基準を定めた騒音規制法及び神戸市の騒音基準が直接

適用されるものではないが，これらの基準は，騒音が生活環境や人の健康に与える

影響に係る科学的知見に基づき，周囲の環境等の地域特性をも考慮して定めたもの

であることを踏まえると，環境基準や騒音基準は，私人間の騒音の受忍限度の程度

を措定する上でも有益な指標ということができるというべきである。 

(2) そこで，原告宅で測定される騒音レベルについて，環境基準や騒音基準に照

らして検討するに，本件鑑定によれば，前記２のとおり，原告宅敷地内に設定した

測定点②において観測された等価騒音レベル（代表値の平均値）は，①本件保育園

の登園前の時間帯において，５２．８ｄＢ，②本件保育園の園児が園庭にいない時

間帯において，５２．９ｄＢであるのに対し，③園児が園庭で遊戯している時間帯

においては５７．４３ｄＢであり，本件保育園からの騒音の影響のない時間帯（上

記①及び②）と比較すると，原告宅において，４．６ｄＢの差が認められ，本件保

育園の園庭において園児が発する声等による騒音が原告宅の敷地において有意な影

響を与えているものと認められる。 

そして，騒音基準によれば，本件地域における昼間の時間帯の騒音基準は，騒音

計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合には，騒音源である特定工場等の敷地

境界線で測定した騒音レベルが時間率騒音レベル（ＬＡ５）で６０ｄＢを超えるか否

かにより評価すべきとされている（前記第２の３(2)ウ）ところ，本件鑑定によれば，

本件保育園敷地境界線に設定した測定点①では，騒音計の指示値が不規則かつ大幅

に変動し，その指示値の最大値も一定とは認められないことから，騒音の大きさは

時間率騒音レベル（ＬＡ５）により評価するのが相当な場合に当たると考えられ，園

児が園庭で遊んでいる時間帯では，時間率騒音レベル（ＬＡ５）の代表値の平均が７

６ｄＢ（小数点以下を四捨五入した整数値）であることが認められ，同値は，騒音



 - 21 - 

基準を上回るものである。また，被告は，日曜及び祝日を除くほぼ毎日，特例保育

及び延長保育時間帯を除いた午前８時から午後５時半までの通常保育の時間内で園

児を園庭で遊戯させていることからすると，昼間の時間帯において，前記２(1)で認

められる程度の騒音が原告の生活空間に流れ込むこととなり，一日の大半を原告宅

で過ごすことの多い原告にとってみれば，その影響は決して小さくないものといい

得る。さらに，本件保育園は，神戸市における保育需要に対する不足を補うために

被告が神戸市から要請を受けて設置・運営したという経緯からすれば，本件保育園

は，神戸市における児童福祉施策の向上に寄与してきたという点で公益性・公共性

が認められるものの，本件保育園に通う園児を持たない原告を含む近隣住民にとっ

てみれば，直接その恩恵を享受しているものではなく，本件保育園の開設によって

原告が得る利益とこれによって生じる騒音被害との間には相関関係を見出しがたく，

損害賠償請求ないし防音設備の設置請求の局面で本件保育園が一般的に有する公益

性・公共性を殊更重視して，受忍限度の程度を緩やかに設定することはできないと

いうべきである。 

しかしながら，他方で，環境基準における騒音の評価手法は，時間の区分ごとの

全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする（第２の３(1)

イ）から，上記①～③の時間帯で測定された騒音レベルを環境基準の昼間の時間区

分（午前６時から午後１０時までの１６時間）の等価騒音レベルに引き直して検討

する必要がある。前記２(2)のとおり，本件保育園の保育時間中園児が園庭で遊戯す

る時間は約１５５分であると認められるから，計算上，昼間時間区分のうち３時間

を上記③の時間帯で測定された騒音レベル５７．４ｄＢとし，その余の１３時間を

上記②の時間帯で測定された騒音レベル５２．９ｄＢとした場合，原告宅の測定点

②における昼間時間帯の等価騒音レベルは，５４．２ｄＢ（＝１０×log10〔（１０

（57.4/10）×３）＋（１０（52.9/10）×１３）〕－１０×log10（１６））となる。同値は，

環境基準における基本指針値の昼間の時間帯の指標とされている５５ｄＢを上回る

ものではないと認められる。また，騒音基準は，類型的に著しい騒音を発生させる
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特定工場等に対して規制基準の遵守義務を課すためのものであり，受忍限度を超え

るか否かの判断においては，当該騒音が被侵害者に対して及ぼす影響の程度を検討

すべきであって，その及ぼす影響の程度は，騒音源である敷地の境界線で測定され

た騒音レベルに加え，騒音源と被侵害者の居宅との距離，騒音の減衰量等をも踏ま

えて検討するのが相当である。そして，前記前提となる事実（第２の１(2)）のとお

り，原告宅と本件保育園北側敷地境界線とは約１０ｍ離れており，その間には，Ｉ

宅が介在しているから，本件保育園で発生した騒音は，距離やＩ宅建物により減衰

するものと推測され，現に，本件鑑定によれば，本件保育園北側敷地境界線に設定

された測定点①と原告宅敷地内に設定された測定点②との間の騒音減衰量は，園庭

で園児が遊戯している際の騒音レベル差で１８．１ｄＢ，人為的音源による減衰量

で１６．５ｄＢであり，本件保育園で発生した騒音レベルは，原告宅屋外において，

概ね１７～１８ｄＢ減衰することが認められることからすると，測定点①での時間

率騒音レベルの値をもって，直ちに，本件保育園からの騒音レベルが受忍限度を超

えているということはできないというべきである。これらの事情に加え，本件保育

園から発生する騒音は，主に園児が園庭で遊戯する約３時間であって，通常保育の

時間（午前８時から午後５時半まで）において断続的に発生するものではなく,原告

において環境基準が前提とする昼間の時間帯の屋内騒音レベル４５ｄＢを下回る騒

音レベルを維持することを必要とする特別の事情があるとは認められない上，被告

は，本件保育園の設置に際し，本件保育園の近隣住民に対する説明会を１年ほどか

けて行い，その間，本件保育園から生じる騒音の問題に係る原告を含めた近隣住民

からの質問・要望等に対して検討を重ね，既設の保育園で測定した騒音結果から本

件保育園の騒音の推定値を算出した上で，遮音性能を有する本件防音壁（本件鑑定

において認められる本件保育園北側敷地境界線での騒音レベルと原告宅での騒音レ

ベルの減衰量が上記のとおり１７～１８ｄＢであることからすれば，上記両測定点

の距離等を踏まえても，本件防音壁による遮音効果が一定程度あるものと認めるこ

とができる。）を設置し，一部の近隣住民に対して被告の負担において二重サッシ
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に取り換えることを提案・合意するなどして騒音対策を講じるよう努めてきたこと，

最終的に原告とは折り合いがつかなかったものの，被告側から原告宅敷地境界線に

おける防音対策による問題解決の提案がされたことが認められる。以上の事情を考

慮すると，原告が本件保育園からの騒音により精神的・心理的不快を被っているこ

とはうかがえるものの，原告宅で測定される本件保育園の園庭で遊戯する園児の声

等の騒音レベルが，未だ社会生活上受忍すべき限度を超えているものとは認められ

ず，不法行為を基礎づける程度の違法があるということはできない。 

第４ 結論 

 以上より，その余の争点を判断するまでもなく，原告の請求は理由がないからこ

れらをいずれも棄却することとして主文のとおり判決する。 
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